
平成２４年６月１１日 

 

福崎町議会議長  松 岡 秀 人  様 

 

産業建設常任委員長  石 野 光 市 

 

委 員 会 調 査 報 告 書 

 

 本委員会は、議会開会中下記事項について調査したから、会議規則第７７条の規定により報

告いたします。 

 

記 

 

１．調 査 事 項 

（1）工場立地に関する届出について 

（2）各課の報告事項について 

 

２．調 査 期 日 

   ６月１１日（月） 

 

３．調 査 の 概 要 

（1）工場立地に関する届出について 

○（株）デービー精工福崎工場の平成 24 年 6 月 4 日付の工場立地変更届について資料により説

明を受けた。関西電力から、原子力発電所が停止し夏季の電力不足が予想されるため節電要請

があり、対応としてレンタル空気圧縮機を設置し 7 月～9 月の電力を賄うとのことであり委員

会としては了承することとした。なお、レンタル空気圧縮機の運転は、9 時～18 時までの昼間

のみとするとのことである。 

 

○グローリープロダクツ（株）の平成 24 年 6 月 4 日付の工場立地変更届について資料により説

明を受けた。関西電力の原子力発電所が停止し、今夏の電力不足が予想される。関西電力より

節電要請があり、対応としてレンタル発電機を設置し、7 月～9 月の電力を賄うとのことであ

る。運転時間は 10 時～16 時の昼間のみとするとのことであり委員会としては了承することと

した。 

 

○関西大王製紙パッケージ（株）の平成 24 年 6 月 5 日付の工場立地変更届について資料により

説明を受けた。既存のエアコンプレッサー老朽化による更新工事を行うとのことであり、委員

会としては了承することとした。 

（2）各課の報告事項について 

〈産 業 課〉 

○（株）銀ビルストアーから平成 24 年 3 月 22 日付の大規模小売店舗を設置している者の変更

事項届出書が下記の内容で兵庫県知事に提出されたことに対し、当該届出に係る大規模小売

店舗の周辺地域の生活環境保持の見地から資料のとおり意見を回答したとの報告を受けた。 

１．大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称：銀ビルストアー福崎店 

  所在地：兵庫県神崎郡福崎町西田原字高詰 1394 

２．変更しようとする事項 

（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

   【変更前】 

開店時刻 9 時 30 分 

閉店時刻 21 時 00 分 

       【変更後】 

開店時刻 8 時 00 分 

閉店時刻 21 時 45 分 

（２）来客が駐車場を利用することができる時間帯 

   【変更前】 

駐車場№ 駐車可能時間帯 

駐車場 9 時 00 分～21 時 30 分 

       【変更後】 

駐車場№ 駐車可能時間帯 

駐車場 7 時 30 分～22 時 00 分 

３．変更する年月日 

   平成 24 年 3 月 23 日 


